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   札幌市中小企業融資制度に係る損失補償契約による回収納付金を

受け取る権利の放棄に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市が札幌市中小企業融資制度（中小企業者等の経営基

盤の強化の促進等に資するために本市が設けた融資制度をいう。）に係る損

失補償契約により、北海道信用保証協会（以下「保証協会」という。）に対し

て有する回収納付金を受け取る権利の放棄について必要な事項を定め、もっ

て地域経済の振興に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 中小企業者等 信用保証協会法（昭和２８年法律第１９６号）第２０条

第４項に規定する中小企業者等をいう。 

(2) 保証債務 信用保証協会法第２０条第１項第１号の債務の保証により生

じる、保証協会の中小企業者等に対する債務をいう。 

(3) 求償権 保証協会が保証債務の履行により取得する、中小企業者等に対

する債権をいう。 

(4) 求償権の放棄等 保証協会が行う求償権の全部又は一部の放棄又は不等

価譲渡（譲渡しようとする求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。）を

いう。 

(5) 損失補償契約 保証協会が保証債務の履行により受けた損失を本市が補

償することについて本市及び保証協会が締結した契約をいう。 



(6) 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償

権を行使することにより取得した回収金のうち、本市に納付しなければな

らないものをいう。 

（求償権の放棄等の承諾） 

第３条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務について求償権の放

棄等をしようとする場合において、当該求償権に係る回収納付金を受け取る

権利の全部又は一部の放棄を受けようとするときは、あらかじめ市長にその

旨を申し込まなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みを受けた場合において、当該求償権の放

棄等が次の各号に掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、当該計

画に係る中小企業者等の事業の再生の促進に資するものと認めるとき、新た

な事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に資するも

のと認めるとき、又は当該計画に係る中小企業者等の取引先企業の経営の安

定その他の地域経済の安定に資するものと認めるときは、当該申込みを承諾

し、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部を放棄する

ことができる。 

(1) 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１３５条第１項の中小

企業再生支援協議会が同条第５項の規定に基づき決定した事項等に従い同

法第１３４条第２項に規定する認定支援機関が行う同項第１号の指導又は

助言を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画 

(2) 産業競争力強化法第１４０条第２号の規定に基づき独立行政法人中小企

業基盤整備機構が行う同法第１３４条第２項第１号の指導又は助言を受け

て策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画 

(3) 産業競争力強化法第１４０条第１号に規定する特定投資事業有限責任組

合であって同号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を

受けたものの支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する

計画 

(4) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成１０年法律第１３

２号）第５３条第１項第２号に規定する特定協定銀行の支援を受けて策定

された中小企業者等の事業の再生に関する計画 



(5) 株式会社地域経済活性化支援機構が行う株式会社地域経済活性化支援機

構法（平成２１年法律第６３号）第２４条第１項に規定する再生支援に基

づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画又は株式会社地域

経済活性化支援機構が行う同項に規定する特定支援に基づき策定された中

小企業者等の債務の弁済に関する計画 

(6) 産業競争力強化法第２条第２１項に規定する特定認証紛争解決手続に基

づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画 

(7) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成１１年法

律第１５８号。以下この号において「特定調停法」という。）第２条第３項

に規定する特定調停（以下この号において「特定調停」という。）又は特定

調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法（昭和２６年法律第２２２

号）第１７条の決定に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関す

る計画又は債務の弁済に関する計画（特定調停に基づき策定されたものに

あっては、特定調停法第１７条第１項の規定による調停条項の定めに基づ

き策定されたものを除く。） 

(8) 中小企業の事業再生等に関する私的整理手続を定めたものとして市長が

認めたものに基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画又

は債務の弁済に関する計画 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （理 由） 

 地域経済の振興に資することを目的として、札幌市中小企業融資制度を利用

した中小企業者等の事業再生等に関し、当該中小企業者等に対して北海道信用

保証協会が有する求償権の放棄等を円滑かつ迅速に行えるようにするため、本

案を提出する。  


